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小学校の特別支援学級や特別支援学校の小学部への就学をお考えの保護者の方へ 

 

就 学 支 援 ガ イ ド 
 

～お子様の就学を支えるために～ 

お子様は、これまで様々な人との関わりの中で成長されてきたことと思います。就

学後もますます成長していけるよう、お子様にとってふさわしい学びの場や必要な

支援等について、学校や関係機関と相談を進めていただき、安心して入学を迎えてい

ただくことを願っております。 

神戸市教育委員会 特別支援教育課 

078-984-0736 

 

 

 

１．どこに相談すればいいの？ 

○小学校での生活に不安があれば… 

・まずは、校区の小学校に遠慮なくご相談ください。 

※通園施設・公立幼稚園に在園の方は、施設・園を通じて連絡 

・学びの場や学校生活について一緒に考えさせていただきます。 

・学校で医療的ケアが必要な方は、早めにご相談ください。 

・小学校に相談する前に発達に関する相談をお考えの場合は、関係機関（「４．発達 

について相談するところは？」を参照）に連絡してください。 

 

２．小学校の特別支援学級・特別支援学校の小学部への入学までの流れは？ 

（１）就学先決定までの手続きの概要  

小学校に連絡 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

①学校見学 

②就学相談（面談） 

④就学先の決定 

小学校・特別支援学校ともに見学することをおすす

めします。 

 
学校で、必要に応じて複数回行います。 

プロフィール（就学相談資料）等を学校にお渡しください。 

※サポートブックや個別の教育支援計画も可 

 
市教委が就学先の選択が適当でないと判断した場合

は、学校からお伝えします。→再相談 

 

各学校と確認してください。 

特別支援学級では 

どんなふうに学ぶのかな。 

がいいのかな。 

特別支援学校は 

どんな学校なのかな。

な。 

特別支援学校又は難聴学級への入学をお考えの方は、各特別支援学校又は神

戸祇園小にも連絡（通園施設・公立幼稚園に在園の方は施設・園を通じて） 
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（２）小学校・特別支援学校入学までの流れ   ※日程は学校によって異なります 

 小学校 特別支援学校 

５月 

  

６月 

 

７月 

 

８月 

 

９月 

 

10 月 

 

11 月 

 

12 月 

 

 

３月 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学通知 

 

就学時健康診断 

 

 

新入生保護者説明会                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学時健康診断※ 

 

 

 

体験入学・保護者説明会（学校によって時期が早い場合も） 

☆新年度の体制を整える必要があるため、11 月中旬頃までの決定を目標にしています。 

※就学時健康診断…県立特別支援学校に就学される方は、必ず、校区の小学校で受けてください。 

 

３．どんな学びの場（就学先）があるの？ 

 それぞれの学校や学級には様々な特色があります。お子様の学びの場として最もふさわしい

就学先・学びの場を考えましょう。 

（１）小学校の特別支援学級（１学級８人以下） 

・知的障害学級、自閉症・情緒障害学級、肢体不自由学級、病弱・身体虚弱学級があります。 

難聴学級は、神戸祇園小学校に設置されています。 

・子供の実態に応じた特別な教育課程を編成し、自立活動や教科等ごとに個別の指導計画を 

作成して、指導・支援を行います。 

・子供の課題に合わせて、「交流及び共同学習」として通常の学級で学ぶ時間を設定するこ 

ともできますが、原則、全時間の半数以上は特別支援学級で授業を受けることになります。 

 

（２）特別支援学校の小学部（１グループに複数の担任等が指導） 

・障害種別ごとに部門が設置されています（視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱）。 

・子供の実態に応じた特別な教育課程を編成し、自立活動や教科等ごとに個別の指導計 

画を作成して、指導・支援を行います。 

・居住地の小学校で「交流及び共同学習」を行うことができます。 
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入学願書提出（市立校のみ） 
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・
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令和２年度については、学校再開が遅れたため、学校 
見学・就学相談が８月以降になることもあります。 

就学承諾書【入学許可書】が届く（市立校のみ） 

区役所で区域外就学の手続き→就学通知を受ける 
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 ・特別支援学校ごとに通学区域が決められています。 

学校 障害種別（部門等） 通学区域等（神戸市内のみ記載） 

県立芦屋特別支援学校 知的障害 東灘区（魚崎・本山南・本庄中学校区） 

市立HAT神戸新設特別支援

学校 

知的障害 東灘（本山・住吉・御影・向洋中学校区）・灘・中央区 

肢体不自由 東灘・灘・中央区 

市立友生支援学校 知的障害 兵庫・長田区 

肢体不自由 

病弱 わらび訪問教育部 神戸市内の病院に入院している者（神大医学部附属病院除く） 

みなと分教室 兵庫県立こども病院に入院している者 

市立青陽須磨支援学校 知的障害 須磨区・垂水区東部（桃山台・塩屋・福田・垂水・

垂水東中学校区） 肢体不自由 

市立いぶき明生支援学校 知的障害 垂水区西部（歌敷山・星陵台・多聞東・本多聞・舞子・神陵台中学校区） 

西区（太山寺・長坂・井吹台・伊川谷・櫨谷・玉津・ 

王塚台・平野・西神・岩岡中学校区） 
肢体不自由（本校） 

肢体不自由児

訪問教育部 

みどり学級 神戸市全域 

にこにこ学級 にこにこハウス医療福祉センター入所者 

県立神戸特別支援学校 知的障害 北区 

肢体不自由 

県立のじぎく特別支援学校 知的障害 西区（押部谷・神出・桜が丘中学校区） 

肢体不自由 

市立盲学校 視覚障害 神戸市全域 

県立視覚特別支援学校 視覚障害 県内全域 

県立神戸聴覚特別支援学校 聴覚障害 県内全域 

 

※小学校の通常の学級（１学級４０人以下） 

・多くの子供たちで意見交換しながら学習をすすめ、各教科等の学力を身につけます。 

・神戸市通級指導教室を活用することにより、担任等と相談しながら、環境調整等の支援を 

行います。 

※各特別支援学校の入学までの手続きや神戸市通級指導教室の所在地等は 

⇒「障害のある子供たちのための学校」https://www.city.kobe.lg.jp/a98017/kosodate/sodan/special/school.html 

 
４．発達について相談するところは？ 
○お子様の発達について相談されたい場合は、次の相談機関にお問い合わせください。 

（１）療育センター 

・神戸市総合療育センター（市内全域）                 646-5291 

・神戸市東部療育センター（東灘・灘区にお住まいの方） 451-7550 

・神戸市西部療育センター（垂水・西区にお住まいの方） 708-0572 

（２）神戸市こども家庭センター 発達相談係                 382-2525 

※その他の相談機関は 

⇒「障害のある子ども・医療的ケアが必要な子どもの支援ハンドブック」 

https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/sodan/handbook.html 

相談例 

・友達とのトラブルが多くて… 
・言葉が少なく、うまくコミュニケーションできなくて… 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a98017/kosodate/sodan/special/school.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/sodan/handbook.html
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プロフィール（就学相談資料） ※小学校に提出 

※この資料を相談する小学校に提出される前に、コピーを保管しておくことをおすすめします。 
※サポートブックや個別の教育支援計画（学びの支援ネットワークプラン）をお持ちの方は、そちらを 
学校に提出してください。 

※発達検査の詳しい結果などがあれば、学校に提供していただくと、入学後の支援の参考になります。 

（フリガナ） 

名 前 

 男 

女 

生年 

月日 
H    年   月  日 

（フリガナ） 

保護者名 

 
連絡先 

 

住 所 
 

所属先（就学前施

設・幼稚園等） 

 

診断名 
 医療 

機関 

 

手 帳 

（所持してい

る方） 

療育手帳 [    ] 

判定機関［              ］       

発行［   年   月］ 

身体障害者手帳 [  種  級] 

 

発行［   年   月］ 

発達検査 

（受けている方） 

 

実施機関［               ］ 実施［   年   月］ 

福祉関係機関の利用 

（デイサービス等） 

 

医療的ケア  

得意なこと 

好きなこと 

など 

 

 

 

 

苦手なこと 

嫌いなこと 

など 

 

 

 

 

配慮して 

ほしいこと 

（専門機関の

助言等含む） 

 

 

 

 


